
平成

第
を三

号

年 月 日 火曜日

山
山

に
改目

三
条

認
等

山 口 県

山

報

○
公山

○
公山山 毎

（号 外 ）

一
条
中
「
及
び
道
路
交
通
法
施
行

「
及
び
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等

。
以
下
「
確
認
事
務
規
則
」
と
い

口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部

口
県
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
四
十

正
す
る
。

次
中
「
第
二
章

交
通
の
規
制
等

第
七
条
）

に
関
す
る
事
務
の
委
託
等
（
第
七

公

安

委

口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

目

次

安
委
規
則

口
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正

安
委
規
程

口
県
公
安
委
員
会
の
文
書
例
式
等
に

口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る

週
火
・
金
曜
日
発
行

規
則
」
を
「
、
道
路
交
通
法
施

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年

う
。
）
に
定
め
る
」
に
改
め
る

一
号を

改
正
す
る
規
則

七
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則

（
第
三
条

第
七
条
）
」
を
「

条
の
二

第
七
条
の
七
）
」
に

員

会

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す山

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部行

規
則
」
に
、
「
に
定
め
る
」

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十

。 第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
二
章

交
通
の
規
制
等
（
第

第
二
章
の
二

放
置
車
両
の
確

改
め
る
。

る
。

口
県
公
安
委
員
会

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
七

平 成 年
月 日

（火曜日）

四

府
令
第
二
十
条
第
一
項
の

更
届

五

府
令
第
二
十
九
条
第
一
項

六

第
七
条
の
七
第
一
項
の
駐

書
七

第
七
条
の
七
第
二
項
の
駐

一

法
第
八
十
九
条
第
一
項
の

特
殊
自
動
車
及
び
原
動
機
付

二

法
第
百
七
条
の
七
第
二
項

申
請
書

三

府
令
第
十
八
条
の
五
の
限

動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
つ

場
合
を
除
く
。
）

げ
る
者
を
経
由
し
て
提
出
す

提

出

一

第
七
条
の
三
の
駐
車
監
視

二

第
七
条
の
四
の
駐
車
監
視

請
書

三

第
七
条
の
五
第
一
項
の
認

四

第
七
条
の
五
第
二
項
の
認

五

第
七
条
の
六
の
駐
車
監
視

請
書第

七
条
の
二
の
登
録
申
請
書

め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

第
二
条
第
二
項
の
表
中

「

府
令
第
八
条
の
五
第
一
項
の

請
書

「

府
令
第
八
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
運
転
免
許
証
記
載
事
項
変

の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
証
更
新
申
請

車
監
視
員
資
格
者
証
書
換
え
交
付
申
請

車
監
視
員
資
格
者
証
再
交
付
申
請
書

規
定
に
よ
る
運
転
免
許
申
請
書
（
小
型

自
転
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
規
定
に
よ
る
国
外
運
転
免
許
証
交
付

定
解
除
審
査
申
請
書
（
自
動
車
及
び
原

い
て
の
必
要
な
技
能
の
審
査
を
受
け
る

る
こ
と
が
で
き
る
。

書

類

員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書

員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
再
交
付
申

定
申
請
書

定
書
再
交
付
申
請
書

員
資
格
者
証
交
付
申
請
書

又
は
登
録
更
新
申
請
書

に
改
め
る
。

ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

規
定
に
よ
る
制
限
外
け
ん
引
の
許
可
申

規
定
に
よ
る
制
限
外
け
ん
引
の
許
可
申

一

山
口
県
警
察
本
部
交

経

由

者

山
口
県
警
察
本
部
交

通
部
交
通
指
導
課
長

署
長

当
該
法
人
の
事
務
所

の
所
在
地
を
管
轄
す

る
警
察
署
長
又
は
山

口
県
警
察
本
部
交
通

部
交
通
指
導
課
長

」
に

書
類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に

当
該
自
動
車
の
出
発

地
を
管
轄
す
る
警
察

署
長

」
を

当
該
自
動
車
の
出
発

地
を
管
轄
す
る
警
察

改掲

公

安

委

員

会



平成 年 月 日 火曜日

請
（
駐

第
七請

（
駐

第
七書

２

山 口

込
（
駐

第
七証

（
法

第
七の

２

県 報

第
（
登

第
七の号

（
駐

第
七

（号 外 ）

（
別
記
第
五
号
様
式
の
七
）
に
よ
ら

書
は
、
認
定
書
再
交
付
申
請
書

車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
の
申

条
の
六

確
認
事
務
規
則
第
十
一

書
（
別
記
第
五
号
様
式
の
六
）
に

車
監
視
員
資
格
者
証
の
書
換
え
交

条
の
七

確
認
事
務
規
則
第
十
三

換
え
交
付
申
請
書
（
別
記
第
五
号

確
認
事
務
規
則
第
十
三
条
第
二
項

書
（
別
記
第
五
号
様
式
の
三
）
に

車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明

条
の
四

確
認
事
務
規
則
第
九
条

明
書
再
交
付
申
請
書
（
別
記
第
五

第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一

条
の
五

確
認
事
務
規
則
第
十
条

五
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

確
認
事
務
規
則
第
十
条
第
五
項
に

二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る

第
二
章
の
二

放
置
車
両
の
確

録
の
申
請
）

条
の
二

確
認
事
務
規
則
第
二
条

登
録
申
請
書
は
、
登
録
申
請
書

様
式
の
二
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
受
講
の

条
の
三

確
認
事
務
規
則
第
七
条

書
六

府
令
第
二
十
九
条
の
二
条
第
一

更
新
期
間
前
に
お
け
る
免
許
証
更

七

府
令
第
三
十
条
の
九
第
一
項
の

書
八

第
二
十
一
条
の
二
の
運
転
経
歴

九

第
二
十
三
条
第
六
号
の
更
新
時

十

第
二
十
四
条
の
審
査
申
請
書
（

な
技
能
の
審
査
を
受
け
る
場
合
を

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
別
記
第
五
号
様
式
の
四
）
に
よ

請
）

条
第
一
項
の
交
付
申
請
書
は
、

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
及
び
再
交
付
の
申
請
）

条
第
一
項
の
書
換
え
交
付
申
請

様
式
の
七
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば

の
再
交
付
申
請
書
は
、
駐
車
監

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
の
再
交
付
の
申
請
）

第
二
項
の
再
交
付
申
請
書
は
、

号
様
式
の
四
）
に
よ
ら
な
け
れ

号
ロ
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員

第
二
項
の
認
定
申
請
書
は
、
認

。お
い
て
準
用
す
る
確
認
事
務
規

。認
等
に
関
す
る
事
務
の
委
託
等

第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い

（
別
記
第
五
号
様
式
の
二
）
又
は

ら
な
い
。

申
込
み
）

第
一
項
の
受
講
申
込
書
は
、
駐

項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
証
の

新
申
請
書

規
定
に
よ
る
運
転
免
許
取
消
申
請

証
明
書
交
付
申
請
書

講
習
申
出
書

自
動
車
の
運
転
に
つ
い
て
の
必
要

除
く
。
）

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
申

書
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
証

な
ら
な
い
。

視
員
資
格
者
証
再
交
付
申
請
書

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了

ば
な
ら
な
い
。

会
の
認
定
）

定
申
請
書
（
別
記
第
五
号
様
式

則
第
九
条
第
二
項
の
再
交
付
申

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

登
録
更
新
申
請
書
（
別
記
第
五

車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申

通
部
運
転
免
許
課
長

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四

に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
第
七
十
四
条

別
記
第
五
号
様
式
の
次
に
次

項
中
「
第
七
十
四
条
の
二
第
五
項

の
二
第
六
項
」
を
「
第
七
十
四
条

の
六
様
式
を
加
え
る
。

」
を
「
第
七
十
四
条
の
三
第
五
項

の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

二

」



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県

法 主 法

報 （号 外 ）
５

第

）
な

が
り

ふ

の
所

務
事

る
た

称
名

の
人

５
株

１
類

種
の

人

地
在

所

そ

録
登

録
登

り
お

と
の

記
下

同
る

す
用

準
て

を
新

更
の

式
様

号

定
規

の
項

２
第

条

２
の

録
登 登

係
関

２
の

条
７

第

殿
会

員
委

安
公

県
口

山

記

の
３

社
会

限
有

２
社

会
式
他

る
た

主
者

請
申

号
番

便
郵代

称
名

地
在

所
の

所
務

事

の
い

た
け

受

名
氏

の
者

表

に

第 第
法

通
交

路
道

、
で

え
添

を
類

書
係

関
、

り
よ

）

申
て

書
請

申
新

更
録

）
表

４
人
法
団

財

）
番

局
話
電

）
人

法
団

社

項
２

第
８

の
条

請

い
お
に

項
７

第
８

の
条

日
月

年

。
す

ま
し

、
は
さ
き
大
の
紙

用
考
備

工
本
日

第
法
通
交
路
道

８
の
条

す
関
に

害
障

の
能
機
神
精

が
と

こ
い
な
し
当
該
に

者

第
法
通
交
路

道
４

明

通
交
路

道
５

面

第
８

の
条

第
法

１
注

第
８
の

条

２

、
は
欄

」
類
種
の
人
法

と

び
及

欄
」

日
月
年
録
登

し
若
款

定
１

類
書
付
添

。 員
役

２

及
為
行

附
寄
は
く

３

記
を

所
住

び
及
名
氏
の

る
げ

掲
に
次
る
係
に
員

役
書抄
は
く

し
若

本
謄
の
籍
戸

受
を

録
登
る
よ
に
定
規

の
け又
人
見

後
被

年
成
を
己
自

格
規
業

第
項

３
第

。
る
す

と
４

列

該
に
者
る
げ
掲
に
ホ
号

２

書
断

診
の
師
医
る

あ
で

か
ら

第
法

通
交

路
道

載
記
を
別
の
か
う
ど
か

る

人
法
る

げ
掲

に
号

各
項

３

掲
に
号
各
項
４

れ
ず
い
の

当
該

て
べ
す
の
件
要
る
げ

で
○
を

号
番

の
の

も
る

す
む

囲

録
登

、
は

欄
」

号
番

録
登

新
更

の

）
裏

は
又
書
明
証

項
事
記
登
び類

簿
名

た
し

載

に
ら
れ

こ

票
原
録

登
人

国
外

は
又

本
し

写
の

）
。
る
限
に

合
場
る
い
て

録
記
る
す
と

人
佐
保
被
は

旨
い
な
が

三

診
の
師

医
の
旨
い
な
し
当

書
断ヘ

号
２
第

項
３

第
８

の
条

限
に
の
も
た
し

る
げ
掲
に

い
な
し
当
該
も
に

）
。

る

適
に

書
る
す
約
誓
を
と
こ

た
し
明
説
を

と
こ
る
す
合

す
を
請
申
の

。
と
こ

類
書

こ
る
す

入
記

み
の

合
場

る

国
外
が

員
役

の
も
る
ず
準

項
１
第
条
４
第
法
録

登
人

書
明
証
項
事
記
登
の



平

考
備

成 年 月 日 火曜日

注

※ ※ ※

山 口

受 勤 生

県 報

住 本氏

（号 外 ）
５

第

な
し
入

記
、

は
欄

印
※

２
は

さ
き

大
の

紙
用

と
こ

い
規
業

工
本

日
、

受

月
年

月
年

日
月

年
講

受

真
写

１

号
番

講
受

所
場

講

ト
ー

メ
チ

ン
セ

３
縦

、
は

三
上

、
き

向
面

正
、

帽
無

の
そ

先
務

日
月

年

像
身
分

す
望

希
を

講

先
絡

連
の

他

日
月

年
る

山

第
条

７
第

則
規

る
す

関
に

の
項

１

所 籍
国

は
又

籍

）
な

が
り

ふ

名

３
の

式
様

号

監
車

駐

係
関

３
の

条
７

第

下

殿
会

員
委

安
公

県
口

山

員
視

監
車

駐
り

お
と

の
記

資

格 。
。
る

す
と

４
列

考
了

修
※

で
ま
日
ら

か
日

の
査

考
了

修
※

月
年

の
査

横
、
ル

結、
し

と
ル

ト
ー

メ
チ

ン
セ

は
を

の
も

の
景

背
無

び
及

別
性

日
月

年

こ
る

け
付

り

日
月

年

局
話

電

け
付
り

は
紙

証
入

収
県

口
欄

）
。
と

こ
い

な
し

印
消

ま
み

込
し

申
り

よ
に

定
規

記

。
す

講
受

習
講

者
格

資
員

視 ）

名
氏

所
住

者
込

申

書
込

申

の
い

た
け

受
を

習
講

者
格

確
、

で

込
申

否
・

合
果

日
月

年
日

た
し

影
撮

に
内

以
月

６
前

は
真
写

）
番 女
・
男

。
と

欄
け
付

り

）
番

局
話

電

日
月

年

等
続
手

の
託

委
の

務
事

認

、
は
さ
き
大
の
紙

用
考
備

は
又

書
明

証
了

修

工
本

日

交
再

日
月

年
付

交
書

定
認

由
事

る
す

請
申

を
付

注
由
事

る
す

請
申
を
付
交

再

所
住

」

）
な

が
り

ふ

そ
先

務
勤

日
月

年
生

名
氏

号
番

先
絡

連
の

他
の

視
監
車

駐
り
お
と

の
記
下

等
続
手
の
託

委
の
務
事

認り
よ
に
定

規
の
項
２

関
に

し
請
申

籍
国

は
又

籍
本

４
の
式
様
号

５
第

認
視
監

車
駐

４
の

条
７
第

殿
会

員
委
安
公

県
口
山

格
規
業

年

。
る
す
と
４

列

付
り

は
紙
証

入
収

県
口

山
欄
け）

。
と

こ
い
な

し
印

消

失
滅
は
又
失

亡
、
は
に
欄

を
況
状
の

第

月
年

明
証

了
修
習

講
者
格
資

員

第
則

規
る

す

再
の

書
定

書

第
項
２

第
条

９

。
す

ま

い
お

に
項
５

第
条

）
係

関
５
の

条
７
第

、

記

明
証
了

修
習
講

者
格

資
員

氏 住
者
請

申

交
再

書
定

書

日
月

。
と
こ
る
す
入
記

）
番

局
話
電

女
・
男

別
性

日

号

）
番

局
話
電

、
で

の
い

た
け

受
を

付
交

則
規

同
る

す
用

準
て

認
確

月
年 書

請
申

付

第
条

９
第

名 所

日

四



平成

考
備

年 月 日 火曜日

注

す
証

確 付
添

※ ※ ※

山 口 県

勤 生 氏

報

住 本

（号 外 ）
５

第

な
し
入

記
、

は
欄

印
※

２

は
さ
き

大
の

紙
用

と
こ

い

査
考
定

認

規
業
工

本
日

、

号
番

検
受

所
場

検
受

年
日

手
の
託

委
の

務
事

認

類
書１

面
書

る

る
す
関

に
等

続

メ
チ

ン
セ

３
縦

、
は

真
写

、
き

向
面

正
、

帽
無

ト
ー

務

日
月

年

名

像
身
分

三
上

先
絡

連
の

他
の

そ
先

山

受
を

定
認

り
お

と
の

記
下

に
定

規
の

項
２

第
条

た
け

係
関

、
り

よ

所 籍
国

は
又

籍

）
な

が
り

ふ

５
の

式
様

号

口
山

認

係
関

５
の

条
７

第

殿
会

員
委

安
公

県

格 。

認
※

日
月

。
る
す

と
４

列 第
則
規

結
の

査
考

定

れ
ず

い
の

号
各

項
１

第
条

横
、

ル

か、
し

と
ル

ト
ー

メ
チ

ン
セ

は
を

の
も

の
景

背
無

び
及

別
性

日
月

年

こ
る

け
付

り

局
話

電

け
付
り

は
紙

証
入

収
県

口
欄

）
。
と

こ
い

な
し

印
消

委
の

務
事

認
確

、
で

の
い

申
て

え
添

を
類

書

手
の

託

記

。
す

ま
し

請

所
住

者
請

申

書
請

申
定

）

名
氏

者
る
す

当
該

に

否
・

合
果

６
前

請
申

を
と
こ
る
あ
で

。
と

た
し

影
撮

に
内

以
月

付
り
は
真
写

）
番 女
・

男
欄

け

第
則

規
る

す
関

に
等

続

）
番

局
話

電

日
月

年

撮
に
内
以
月
６
前

請
申

注
横

た
し
影
真
写

の
ル

ト
ー

メ
チ
ン
セ

名
氏
、
は
に
面
裏

の
真
写

き
大
の
紙

用
考
備

撮
び
及
工
本
日

、
は
さ

員
視
監
車

駐
１
類
書
付
添

書
定

認
の

修
習
講

者
格

資

手
の
託

委
の
務
事
認

確
２

第
法
通
交
路

道
３

等
続
の

条

名
氏

面
書
る
す
約

誓
を

第

他
の

そ
先

務
勤

日
月

年
生

明
証

了
修

号
番

先
絡

連
の

月
年

付
交

書
定

認
は

又
書

日

視
監
車

駐
り
お
と

の
記
下

第
則
規
る
す

関
に
等
続

条

所
住

籍
国

は
又

籍
本

）
な

が
り

ふ

６
の
式
様
号

５
第

公
県
口
山

駐 ６
の

条
７
第

殿
会

員
委
安

三
上
、
き
向

面
正
、
帽
無

１
ち
う
の

枚
２

及
像
身

分

影
付
り
は
に
欄

定
所
を
枚

と
こ
る
す
入
記

を
日
月
年
格
規
業

。
。
る
す
と
４

列

付
り

は
紙
証

入
収

県
口

山
欄
け）

。
と

こ
い
な

し
印

消

務
事
認
確
は

又
書
明
証
了

則
規
る

す
関

に

の
託
委

の

項
１

３
第

項
２

第
条

２
第

に
で
ま
ハ
ら
か
イ

号
２
第

性
日

月
年

げ
掲 年 第

局
話
電

受
を

付
交
の

証
者
格
資

員

に
定
規

の
項
１

第

い
た

け

記

書
係

関
、
り

よ 者
格

資
員

視
監

車

）
係

関

氏 住
者
請

申

申
付

交
証

五

チ
ン
セ

３
縦
の
景
背
無
び

を
枚
１

、
け

、
ル

ト
ー

メ
お
な
。
と

こ
る
す
付
添

第
則
規

る
す
関
に
等
続
手

ま
ニ
ら
か
イ
号

項
４
第
条

の
者

る
類
書
る
げ
掲
に

で
い
な
し
当
該
も

に
れ
ず
い

真
写

）
番 女
・
男

別

と
こ

日
月

号

欄
け
付
り
は

託
委

の
務

事
認

確
、

で
の

し
請

申
て

え
添

を
類

手
の。

す
ま

）
番

局
話
電

名 所

日
月

年

書
請

、



平

考
備

成 年 月 日 火曜日

注
駐 付
添

山 口

再 書 資 駐 生 氏勤

県 報

住 本

（号 外 ）
５

第

失
亡
は

て
つ

あ
に

合
場

る
は

さ
き

大
の

紙
用

滅
は

又

山規
業
工

本
日

、

証
者

格
資

員
視

監
車
類

書

前
請
申

１
付
交

え
換

書
の

ル
た
し

影
撮

に
内

以
月

６
横

、。
と

の
ル

ト
ー

メ
チ

ン
セ

は
に

面
裏

の
真

写
、

お
な

２
、

申
を

付
交

再
付
交

え
換

書

て
つ
あ

に
合

場
事

る
す

請
内

の
項

事
更

変
は

）
な

が
り

ふ

員
視

監
車

号
番

日
月

年

名

え
換

日
月

年
付

交
証

者
格

事
る

す
請

申
を

付
交
付

交
由 先

絡
連

の
他

の
そ

先
務

視
監

車
駐

り
お

と
の

記
下

す
関

に
等

続
手

の
託

資
員第

則
規

る

。
す

所 籍
国

は
又

籍

７
の

式
様

号

監
車

駐

係
関

７
の

条
７

第

殿
会

員
委

安
公

県
口

山

視

こ
る

す
入

記
を

況
状

の
失格

。
と

入
収
県

口

。
る

す
と

４
列

欄
け
付

り
は

紙
証

）
。
と

こ
い

な
し

印
消

あ
に

合
場

る
す

を
請

申
の

面
正

、
帽
無

駐
、
は

て
つ

び
及
像

身
分

三
上

、
き

向
を

枚
１

ち
う

の
枚

２
真

写
撮

び
及

名
氏

は
に

欄
定

所
こ
る

す
入

記
を

日
月

年
影

視
監
車

駐
、

は
に

欄
」
由

の
そ
び

及
容

証
者

格
資

員
資
員

視
監

車
駐

、
を

由
理

別
性

日
月

年

月
年 第

局
話

電

再
付

交
え

換
書

の
証

者
格

項
１

第
条

た
け

受
を

付
交

、
り

よ
に

定
規

の
項

２
第

書
証

者
格

資
員 ）

記

係
関

書
請

申
付

交
再

付
交

え
換

名
氏

所
住

者
請

申

背
無

証
者
格
資
員

視
監

車
ト

ー
メ
チ
ン
セ
３
縦
の

景
す

付
添

を
枚

１
、
け

付
り

付
交
え

換
書
の
。
と

こ
る

の
証
者

格
る

す
を
請
申
の

す
を
請
申

の
付
交
再

付
り
は
真
写

）
番 女
・

男

日 号

欄
け 委
の
務

事
認

確
、

で
の

い

ま
し
請

申
て

え
添

を
類
書

）
番

局
話

電

日
月

年

「
山
口
県
公
安
委
員
会
印

山
口
県
公
安
委
員
会
印

一
〇
ミ

メ
ー
ト

平
方

一
〇
ミ

メ
ー
ト

平
方

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会
の

山
口
県
公
安
委
員
会
の
文
書

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

別
表
中
「

山
口
県
公
安
委
員
会

和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号

項
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
証

を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第

山
口
県
公
安
委
員
会
の
文
書

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
道
路
交
通

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

（
準
備
行
為
へ
の
準
用
）

２

改
正
後
の
山
口
県
道
路
交

改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定

平
方

リルリル

一一

警
察
本
部
交
通
部
交

通
指
導
課
長

警
察
本
部
交
通
部
運

転
免
許
課
長

七
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

文
書
例
式
等
に
関
す
る
規
程
の
一

例
式
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三

改
正
す
る
。

印

一
〇
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

一

警
察
本
部
交

転
免
許
課
長

）
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
登

の
交
付
そ
の
他
確
認
事
務
の
委
託

す
る
。

四
号

例
式
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施

る
。

通
規
則
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三

に
よ
り
、
改
正
法
第
三
条
の
規
定

務
専
用

」

駐
車
監
視
員
資
格

者
証
の
交
付
等
の

事
務
専
用

原
付
講
習
指
導
員

証
の
交
付
等
の
事

務
専
用

」
に
改
め
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会

部
を
改
正
す
る
規
程

十
二
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
程

通
部
運

原
付
講
習
指
導
員

証
の
交
付
等
の
事

を

録
、
同
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第

に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

成
十
六
年
法
律
第
九
十
号
。
以

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規

項
並
び
に
第
二
章
の
二
の
規
定
は

に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
（

六

第 一為め 下定、昭



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県

別条 道こ

報

山
員
会別第 改 第 す 道

（号 外 ）

山
山

次
の

表
第
二
の
二
十
五
の
表
に
次
の
よ

２
第
則

附
法

正
改
通

交
路

込
託
委

の
登
の

人
交
路

道

の
書

附

則

の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
七
月
十

程
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す

規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

表
第
一
の
五
十
八
の
表
に
次
の
よ

正
改
を

部
一

の
法
通

交
路
律

法
る

成
平

律
法
年

下
以

。
号

う
い

と
」
法

正
通
交

路
道

人
交
路

道

条
２

則
附

）
。

託
委

の
登
の

口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
五

口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に

う
に
加
え
る
。

定
規

の
条

３
第

法
正

改
通

監
車
駐

、
録

に
前
行

施
の

そ
付
交

の
証

者
格

資
員

視
の

そ
続
手

な
要

必
し

関
に

為
行

の
他

）
。
る

限
に

理
受

九
日
か
ら
施
行
す
る
。

る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規

う
に
改
正
す
る
。

う
に
加
え
る
。

定
規

の
条

３
第

法
正

改
通

監
車
駐

、
録

に
前
行

施
の

そ
付
交

の
証

者
格

資
員

視
の

そ
続
手

な
要

必
し

関
に

為
行

の
他

号
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規山

属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す

認
確

他
の

法
う
行
て

い
お

申
は
又
書

請
申

務
事

程
（
平
成
元
年
山
口
県
公
安
委

認
確

他
の

法
う
行
て

い
お

務
事

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

口
県
公
安
委
員
会

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

七



平
成
十

平
成
十
七
年
七
月
十
九
日
印
刷

七
年
七
月
十
九
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）


